
四日市市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和３年３月３１日 

                    四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第３７号 

四日市市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 

 四日市市食品衛生法施行細則（平成２０年四日市市規則第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は、食品衛生法（昭和

２２年法律第２３３号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、食品衛生法施行令

（昭和２８年政令第２２９号。以下

「令」という。）、食品衛生法施行規則

(昭和２３年厚生省令第２３号。以下

「施行規則」という。)、乳及び乳製品

の成分規格等に関する省令（昭和２６

年厚生省令第５２号）、食品、添加物等

の規格基準（昭和３４年厚生省告示第

３７０号。以下「規格基準」という。）、

食品衛生の措置基準等に関する条例及

び三重県食品衛生法施行条例（平成１

２年三重県条例第８号。以下「条例」と

いう。）に定めるもののほか必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この規則は、食品衛生法（昭和

２２年法律第２３３号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、食品衛生法施行令

（昭和２８年政令第２２９号。以下

「令」という。）、食品衛生法施行規則

(昭和２３年厚生省令第２３号。以下

「施行規則」という。)、乳及び乳製品

の成分規格等に関する省令（昭和２６

年厚生省令第５２号。以下「省令」とい

う。）、食品、添加物等の規格基準（昭和

３４年厚生省告示第３７０号。以下「規

格基準」という。）、食品衛生の措置基

準等に関する条例及び三重県食品衛生

法施行条例（平成１２年三重県条例第

８号。以下「条例」という。）に定める

もののほか必要な事項を定めるものと

する。 

  

 （食品衛生監視票の交付）  （食品等製造業営業等の届出） 

第３条 法第３０条第２項の規定に基づ

き、監視指導を受けた者は、食品衛生

監視票交付申請書（第１号様式）によ

第３条 令第３５条に掲げる営業以外の

食品及び添加物並びに器具、容器包装

又はおもちゃ（規格基準の適用を受け



り食品衛生監視票の交付を申請するこ

とができる。 

るものに限る。）の製造業を営もうとす

る者は、食品等製造業営業届出書（第

１号様式）により保健所長に届け出る

ものとする。 

 ２  法第６２条第３項に規定する施設

（以下「給食施設」という。）を設置す

る者は、当該施設により食品の供与を

開始しようとするときは、あらかじめ

業務開始届出書（第２号様式）により

届け出るものとする。 

  

 （管理者の届出）  （管理者の届出） 

第４条 施行規則第４９条の規定による

届出は、食品衛生管理者選任（変更）届

出書（第２号様式）によるものとする。 

第４条 法第４８条第８項の規定による

届出は、食品衛生管理者設置（変更）届

出書（第３号様式）によるものとする。 

  

 （営業許可の申請等）  （営業許可の申請等） 

第５条 施行規則第６７条の規定による

申請及び施行規則第７０条の２の規定

による届出は、営業許可申請書・営業

届出書（新規・更新）（第３号様式）に

よるものとする。ただし、令３５条第

１号の飲食店営業のうち、屋台、露店

等の簡易な施設での臨時営業等（以下

「露店営業等」という。）については、

別に定める。 

第５条 施行規則第６７条第１項及び第

２項に規定する申請は、営業許可申請

書（第４号様式）によるものとする。 

２ 法第５５条第１項の規定による営業

の許可を受けた者（以下「許可営業者」

という。）から当該営業を譲り受けた者

が前項の営業許可申請書・営業届出書

（新規・更新）（第３号様式）を提出す

るに当たっては、施行規則第６７条第

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律

（平成３０年法律第４６号）附則第９

条の規定による届出は、営業届（第５

号様式）によるものとする。 



５項に掲げる事項（第８条の規定によ

る変更の届出がされている場合は変更

後の事項）のうち、変更がない事項の

記載を省略することができる。 

３ 許可営業者から当該営業を譲り受け

た者で、前項の適用を受ける場合にあ

っては、当該営業を譲り受けたことを

証する書類を第１項の営業許可申請

書・営業届出書（新規・更新）（第３号

様式）に添えて、提出しなければなら

ない。 

 

４ 許可営業者が、許可の有効期限満了

後も引き続き同一の営業をしようとす

る場合は、当該許可の有効期限満了日

の１０日前までに営業許可申請書・営

業届出書（新規・更新）（第３号様式）

を提出するものとする。 

 

  

 （飲用に適する水）  （営業許可申請事項の変更の届出） 

第６条 施行規則第６７条第５号に規定

される「飲用に適する水」は、次のとお

りとする。 

第６条 施行規則第７１条の規定による

届出は、届出書（第５号様式第６号様

式）によるものとする。 

 (1) 三重県小規模水道条例（昭和４１

年三重県条例第４０号）第２条第３

項の水道施設から供給される水 

 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が

別に定める水 

 

  

 （許可営業者の地位承継の届出）  （廃業の届出） 

第７条 施行規則第６８条第１項、６９

条第１項及び第７０条第１項に規定

する地位の承継の届出は、地位承継

第７条 法第５２条第１項に規定する営

業の許可を受けた者が、当該営業を廃

止したときは、届出書（第５号様式第



届出書（第４号様式）によるものとす

る。 

６号様式）により許可書を添えて届け

出るものとする。 

 ２ 前項の規定は、営業の許可を受けた

者が死亡し、又は解散したときは、そ

の相続人又は清算人（合併により解散

した場合にあっては、合併後存続する

法人又は合併により設立された法人の

代表者）の届出について準用する。 

 ３ 第１項の規定は、第３条の規定によ

り営業等の届出をした者が当該営業等

を廃止した場合について準用する。 

  

 （申請事項の変更の届出）  （許可営業者の地位承継の届出） 

第８条 施行規則第７１条の規定による

届出は、変更届出書（第５号様式）に

よるものとする。 

第８条 施行規則第６８条第１項に規定

する届出は、承継届出書（第７号様式）

によるものとする。 

 ２ 施行規則第６９条第１項に規定する

届出は、承継届出書（第８号様式）によ

るものとする。 

 ３  施行規則第７０条に規定する届出

は、承継届出書（第９号様式）によるも

のとする。 

  

 （廃業の届出）  （食品衛生責任者の資格） 

第９条 施行規則第７１条の２の規定に

よる届出は、廃業届出書（第６号様

式）により営業許可証を添えて、営業

廃止後速やかに行うものとする。 

第９条 食品衛生の措置基準等に関する

条例の一部を改正する条例（令和２年

三重県条例第２０号）による改正前の

食品衛生の措置基準等に関する条例

（平成１２年三重県条例第８号。以下

「旧条例」という。）別表第１の第１の

７に規定する食品衛生責任者は、次の

いずれかに該当する者とする。 



  (1) 調理師又は製菓衛生師の免許を有

する者 

  (2) 四日市市における食品衛生管理講

座又は三重県若しくは他都道府県に

おける食品衛生責任者要請講習を修

了した者 

  (3) 令第９条第１項第３号に該当する 

  者 

  (4) 大学又は短期大学において、栄養

学、農芸化学等食品衛生に関係ある

学科を修了した者 

  (5) 食品衛生管理者、食鳥処理衛生管

理者又は船舶料理士 

  (6) 一般社団法人三重県食品衛生協会

の食品衛生指導員 

  (7) 前各号に掲げる者と同等以上の知

識を有すると市長が認めた者 

２ 許可営業者が死亡し、又は解散によ

り営業を継続することができない事情

が生じた場合にあっては、その相続人

又は清算人（合併により解散した場合

にあっては、合併後存続する法人又は

合併により設立された法人の代表者）

が前項の届出を行うものとする。 

 

  

 （食品衛生責任者の氏名の掲示）  （食品衛生責任者の設置等の届出） 

第１０条 許可営業者は、施行規則別表

第１７の１の項イの規定により定める

食品衛生責任者の氏名を当該営業の施

設の見やすい位置に掲示するよう努め

なければならない。 

第１０条 営業者は、食品衛生責任者を

設置したとき又は変更したときは、届

出書（第６号様式）により保健所長に

届け出なければならない。 

 ２ 前項の届出に当たっては、資格を証



する書類を提示するものとする。 

  

 （法に規定する営業許可及び営業届出

の対象外となる食品等事業者の届出） 

 （食品衛生責任者の氏名の掲示） 

第１１条 法第５５条に規定する許可及

び法第５７条に規定する届出の対象と

なる営業（法第６８条第３項において

準用する場合を含む。）以外の食品等事

業のうち、以下に該当する事業を営も

うとする者は、業務開始届出書（第７

号様式）を保健所長に届け出るものと

する。 

第１１条 営業者は、食品衛生責任者の

氏名を当該施設の見やすい位置に掲示

しなければならない。 

 (1) 学校、病院その他の施設において

継続的に特定かつ少数の者に食品を

供与する事業 

 

 (2) 福祉を増進することを目的に高齢

者等に対して飲食物を調理し、及び

喫食させる事業 

 

 (3) 器具又は容器包装（令第１条に規

定する材質以外の原材料が使用され

た器具又は容器包装に限る。）又は法

第６８条第１項に規定する乳幼児が

接触することによりその健康を損な

うおそれがあるものとして厚生労働

大臣の指定するおもちゃの製造をす

る事業 

 

２ 前項の届出をした者は、当該届出に

係る事項に変更があったときは、保健

所長に変更届出書（第５号様式）によ

り届け出るものとする。 

２ 前項に規定する掲示は、標札（第１

０号様式）により行うものとする。 

３ 第１項の届出をした者は、当該事業

を廃止したときは、事業廃止後速やか

 



に保健所長に廃業届出書（第６号様式）

により届け出るものとする。 

４ 保健所長は、第１項の届出があった

ときは届出済証（第８号様式）を交付

するものとする。 

 

  

 （適用除外）  （検査用食品の保存） 

第１２条 条例第３条の規定により、食

品衛生上支障がないと認め、条例の規

定を適用しない場合とは、次の各号の

とおりとする。 

第１２条 給食施設の設置者は、給食を

調製したときは、当該調製した食品を

検査用として保存しなければならな

い。 

 (1) 令第３５条第１号の飲食店営業の

うち、露店営業等については、市長が

別に定める基準を適用する。 

 

 (2) 令第３５条第４号の魚介類販売業

のうち、魚介類の処理を行わない営

業その他これに類する営業について

は、処理室その他魚介類を処理する

ための設備の設置を要しないものと

する。 

 

 (3) 作業工程上不要であることが明確

である施設又は設備がある場合は、

その設置を要しないものとする。 

 

 ２ 前項及び旧条例別表第１の第１の１

４に規定する検査用食品の保存は、同

時に３０人分以上の同一食品を調製し

たときは、その１食分を検査用として、

７２時間以上摂氏１０度以下で行わな

ければならない。 

  

 （営業許可証等の交付）  （適用除外） 

第１３条 保健所長は法第５５条第２項 第１３条 旧条例第４条及び条例第３条



の規定に基づき許可をしたときは、営

業許可証（第９号様式）を交付するも

のとする。ただし、露店営業等のうち

営業期間が短期間であると市長が認め

る場合はこの限りではない。 

の規定により、食品衛生上支障がない

と認め、旧条例及び条例の規定を適用

しない場合とは、次の各号のとおりと

する。 

  (1) 飲食店営業及び喫茶店営業のう

ち、屋外に客席を設置する営業につ

いては、屋外の客席部分の基準を次

のとおりとする。 

   ア  旧条例別表第１の第１の５の

（１）の規定については、次のとお

りとする。 

    (ア) 施設及びその周囲は、維持管

理を適切に行うことにより、

常に良好な状態に保ち、ねず

み、昆虫等の繁殖場所を排除

すること。 

 イ 条例別表の第１の（３）の規定は

適用しないものとする。 

  (2) 自動販売機を利用して行う営業に

ついては、次の規定を適用しないも

のとする。 

   ア  旧条例別表第１の第１の２の

（６）から（８）まで並びに３の

（７）及び（８）の規定 

   イ 旧条例別表第１の第１の１４の

規定 

   ウ 条例別表の第１の（３）から（１

１）まで及び同表第２の規定 

  (3) 自動車による食品の調理販売営

業、露天営業その他これに類する営

業については、市長が別に定める基



準を適用する。 

  (4) 食肉販売業のうち包装肉のみを販

売する営業及び魚介類販売業のうち

魚介類の処理を行わない営業その他

これに類する営業については、処理

室等の設置を要しないものとする。 

  (5) 旧条例別表の第１の７の規定にか

かわらず、市長が別に定める営業に

ついては、食品衛生責任者の設置を

要しないものとする。 

２ 法５７条第１項に規定する届出をし

た者は、届出済証交付申請書（第１０

号様式）により届出済証の交付を申請

することができる。 

 

３ 保健所長は、前項の届出があったと

きは届出済証（第１１号様式）を交付

するものとする。 

 

  

 （営業許可証の書換え交付申請）  （読替規定） 

第１４条 営業許可証の交付を受けた者

は、営業許可証の記載事項に変更があ

ったときは、保健所長に書換え交付を

申請することができる。 

第１４条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号）第２４条の規定

により、同規則第７条の規定を適用し

ないときは、この規則の本則中「保健

所長」とあるのは「市長」と、様式中「四

日市市保健所長」とあるのは「四日市

市長」とする。 

２ 前項の申請は、営業許可証書換交付

申請書（第１２号様式）に、変更前の営

業許可証を添えて行うものとする。 

 

  

 （営業許可証の再交付申請）  （補則） 



第１５条 営業許可証の交付を受けた者

は、営業許可証を滅失し、若しくは毀

損し、又は亡失したときは、保健所長

に営業許可証の再交付を申請すること

ができる。 

第１５条  この規則に定めるもののほ

か、この規則の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

２ 前項の申請は、営業許可証再交付申

請書（第１３号様式）により行うもの

とする。 

 

３ 営業許可証をき損した者が第１項の

申請をするときは、前項の営業許可証

再交付申請書に当該営業許可証を添え

て行うものとする。 

 

  

 （営業許可証の掲示）  

第１６条 第１３条の規定に基づき営業

許可証の交付を受けた者は、営業施設

内の見やすい位置に当該営業許可証を

掲示しなければならない。ただし、調

理の機能を有する自動販売機により食

品を調理し、調理された食品を販売す

る営業については、この限りではない。 

 

  

 （食品等の自主回収の届出）  

第１７条 法第５８条第１項の規定によ

る届出は、自主回収届（着手 /変更/終

了）（第１４号様式）により行うものと

する。 

 

  

 （生食用食肉の加工又は調理を行う営

業施設の届出） 

 

第１８条 令第３５条第１号に規定する

飲食店営業、同条第３号に規定する食

 



肉販売業、同条第９号に規定する食肉

処理業、同条第２６号に規定する複合

型そうざい製造業又は同条第２８号に

規定する複合型冷凍食品製造業を営も

うとする者又は現に営む者のうち、生

食用食肉の加工又は調理しようとする

ものは、法第５４条に規定する営業施

設ごとに、営業許可申請書・営業届出

書（新規・更新）（第３号様式）（許可営

業者にあっては、変更届出書（第５号

様式））に次に掲げる事項を記載すると

ともに、生食用食肉の加工又は調理を

行う営業施設の構造及び設備を示す図

面を添えて届け出るものとする。 

 (1) 届出者の氏名、生年月日及び住所

（法人にあっては、その名称、所在地

及び代表者の氏名） 

 

 (2) 営業施設の所在地及び名称、屋号

又は商号 

 

 (3) 生食用食肉の加工又は調理を行う

施設である旨 

 

 (4) 加工又は調理の区分  

 (5) 営業の種類及び許可番号  

 (6) 次のいずれかに該当する者の氏名  

  ア 法第４８条第６項第１号から第

３号までのいずれかに該当する者 

 

  イ 法第４８条第６項第４号に該当

する者のうち令第３５条第１５号

に規定する食肉製品製造業（法第

４８条第７項に規定する製造業が

食肉製品製造業である場合に限

る。）に従事する者 

 



  ウ 都道府県知事又は保健所を設置

する市の市長又は特別区の区長

（以下「都道府県知事等」という。）

が生食用食肉を取り扱う者として

適切と認める者 

 

 (7) 規格基準のうち法第１３条第１項

の規定に基づく生食用食肉の加工基

準に定める生食用食肉の加熱殺菌の

方法 

 

２ 保健所長は、前項の届出の内容が、

条例第２条の営業施設基準に適合して

いることを確認したときは、生食用食

肉取扱施設届出済証（第１５号様式）

を交付するものとする。 

 

３ 前項の生食用食肉取扱施設届出済証

の交付を受けた者は、営業施設の見や

すい位置に当該生食用食肉取扱施設届

出済証を掲示するものとする。 

 

  

 （生食用食肉の加工又は調理を行う営

業施設の変更の届出） 

 

第１９条  前条第１項の届出をした者

は、生食用食肉の加工又は調理を行う

営業施設の構造及び設備を示す図面又

は同項第４号、第６号若しくは第７号

に掲げる事項に変更があったときは、

変更届出書（第５号様式）に変更前の

生食用食肉取扱施設届出済証を添えて

（生食用食肉の加工又は調理を行う営

業施設の構造及び設備を示す図面又は

前条第１項第７号に掲げる事項の変更

の場合を除く。）、速やかに保健所長に

 



届け出るものとする。 

２ 保健所長は、前項の届出（生食用食

肉の加工又は調理を行う営業施設の構

造及び設備を示す図面又は前条第１項

第７号に掲げる事項の変更の場合を除

く。）があったときは、当該届出に係る

変更後の事項を記載した生食用食肉取

扱施設届出済証を交付するものとす

る。 

 

  

 （生食用食肉の加工又は調理を行う営

業施設の廃止の届出） 

 

第２０条 第１８条の規定により届出を

した者が、生食用食肉の加工又は調理

を行う営業施設を廃止したときは、遅

滞なく、廃業届出書（第６号様式）に、

第１８条第２項の生食用食肉取扱施設

届出済証（前条第１項の規定による変

更の届出をしている場合は、変更後の

生食用食肉取扱施設届出済証）を添え

て、保健所長に届け出るものとする。 

 

  

 （ふぐを処理する営業施設の届出）  

第２１条 令第３５条第１号に規定する

飲食店営業、同条第４号に規定する魚

介類販売業、同条第１６号に規定する

水産製品製造業、同条第２６号に規定

する複合型そうざい製造業又は同条第

２８号に規定する複合型冷凍食品製造

業を営もうとする者又は現に営む者の

うち、ふぐを処理しようとするものは、

法第５４条に規定する営業施設ごと

 



に、営業許可申請書・営業届出書（新

規・更新）（第３号様式）（既に営業許可

を得ている者にあっては、変更届出書

（第５号様式））に次に掲げる事項を記

載するとともに、ふぐの処理を行う営

業施設の構造及び設備を示す図面を添

えて保健所長に届け出るものとする。 

 (1) 届出者の氏名、生年月日及び住所

（法人にあっては、その名称、所在地

及び代表者の氏名） 

 

 (2) 営業施設の所在地及び名称、屋号

又は商号 

 

 (3) ふぐの処理を行う施設である旨の

申告 

 

 (4) 調理、加工又は販売の区分  

 (5) 営業の種類及び許可番号  

 (6) ふぐを処理する者の氏名  

 (7) ふぐを処理する者として認められ

た資格に係る認定番号等 

 

２ 保健所長は、前項の届出の内容が、

営業施設基準に適合していることを確

認したときは、ふぐ取扱施設届出済証

（第１６号様式）を交付するものとす

る。 

 

３ 前項のふぐ取扱施設届出済証の交付

を受けた者は、営業施設の見やすい位

置に当該届出済証を掲示するものとす

る。 

 

  

 （ふぐ処理者として認める者）  

第２２条 施行規則別表第１７第１号ヘ

に規定するふぐの種類の鑑別に関する

 



知識及び有毒部位を除去する技術等を

有すると市長が認める者（以下「ふぐ

処理者」という。）は、次の各号のいず

れかに該当する者とする。 

 (1) 条例第８条の規定により三重県知

事がふぐ処理者免許を与えた者 

 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が

別に定める者 

 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第２

号に掲げる者が次の各号のいずれかに

該当するときは、市長は、ふぐ処理者

として認めないことができる。 

 

 (1) その責めに帰すべき事由により、

ふぐ処理に関し食中毒その他衛生上

重大な事故を発生させたとき。 

 

 (2) 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の

中毒者 

 

 (3) 前項第２号に該当する者のうち、

資格を与えた都道府県知事等から、

当該資格を取り消され、又は停止さ

れたものとする。 

 

  

 （ふぐの処理を行う営業施設の変更の

届出） 

 

第２３条 第２１条第１項の届出をした

者は、ふぐの処理を行う営業施設の構

造及び設備を示す図面又は同項第４

号、第６号若しくは第７号に定める事

項に変更があったときは、変更届出書

（第５号様式）に変更前のふぐ取扱施

設届出済証を添えて（ふぐの処理を行

う営業施設の構造及び設備を示す図面

 



又は第２１条第１項第７号に定める事

項の変更の場合を除く。）、速やかに保

健所長に届け出るものとする。 

２ 保健所長は、前項の届出（ふぐの処

理を行う営業施設の構造及び設備を示

す図面又は前条第１項第７号に定める

事項の変更の場合を除く。）があったと

きは、当該届出に係る変更後の事項を

記載したふぐ取扱施設届出済証を交付

する。 

 

  

 （ふぐの処理を行う営業施設の廃止の

届出） 

 

第２４条 第２１条の規定により届出を

した者が、ふぐの処理を行う営業施設

を廃止したときは、遅滞なく、廃業届

出書（第６号様式）に、第２１条第２項

により交付されたふぐ取扱施設届出済

証（前条第１項の規定による変更の届

出をしている場合は、変更後のふぐ取

扱施設届出済証）を添えて、保健所長

に届け出るものとする。 

 

  

 （読替規定）  

第２５条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号）第２４条の規定

により、同規則第７条の規定を適用し

ないときは、この規則の本則中「保健

所長」とあるのは「市長」と、様式中「四

日市市保健所長」とあるのは「四日市

市長」とする。 

 



  

 （情報通信の技術を利用する方法によ

る手続） 

 

第２６条 第４条、第５条、第７条、第８

条、第９条及び第１７条に規定する手

続きについて、書面による申請又は届

出の方法に代えて、厚生労働省の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含む。

以下同じ。）と、これらの規定による申

請又は届出をしようとする者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織を使用する方

法により行われた場合には、各条に規

定する届出又は申請が行われたものと

みなす。 

 

２ 前項の規定により行われた申請又は

届出は、同項の厚生労働省の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に保健所長に到達し

たものとみなす。 

 

  

 （補則）  

第２７条  この規則に定めるもののほ

か、この規則の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

 

 

 第１号様式から第１０号様式までを次のように改める。 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

食品衛生監視票交付申請書                
 

年  月  日   
  
  四日市市保健所長 宛て 

申請者 住 所               

氏名又は名称及び

代表者氏名
          

電 話 
 

  次の施設について、食品衛生監視票の交付を受けたいので申請します。 

許 可（届 出） 

番    号 
 

業    種  

営 業 所 住 所  

屋    号  

営 業 者 氏 名  

重要工程管理 

の た め の 

取 組 の 適 用 

（該当するものに〇） 

Ａ 

食品衛生法第51条第１項第２号の規定に基づく食品衛生上

の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理する

ための取組を行う施設 

Ｂ 

食品衛生法第51条第１項第２号の規定に基づく食品衛生上

の危害の発生を防止するためにその取り扱う食品の特性に

応じた取組を行う施設 

 

交 付 部 数  

 

領収証（控）貼付  

 



 

第２号様式（第４条関係）                         年   月   日 

整理番号：           

四日市市保健所長  宛て              ※届出者による記載は不要です。 

 

食品衛生管理者選任（変更）届出書 

 下記のとおり、食品衛生管理者を選任（変更）したので、食品衛生法第 48条第８項の規定により届け出ます。

（※営業許可申請書・営業届に添付する場合であって、内容が重複する項目（色付き項目）は記載を省略することができま

す。） 

届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

届出者住所 
※法人にあっては、所在地 

（ふりがな） 

届出者氏名 
※法人にあっては、 

その名称及び代表者の氏名                                  年  月  日生 

施
設
情
報 

施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号、商号 

令第 13条に規定する 

食品又は添加物の別 

①全粉乳（容量が 1,400グラム以下である缶に収められたもの） 

②加糖粉乳 ⑤魚肉ハム ⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの） 

 
③調製粉乳 ⑥魚肉ソーセージ ⑨マーガリン     ⑪添加物（法第 13条第１項の規定により 

規格が定められたもの） 

④食肉製品 ⑦放射線照射食品 ⑩ショートニング 

食
品
衛
生
管
理
者
情
報 

氏名 

（ふりがな） 

年  月  日生 

住所 
 

職名 
 

職種 
 

職務内容 
 

選任（変更）年月日      年   月   日 

備
考 

 
添付書類 

□履歴書  □資格等を証する書面  

□営業者に対する関係を証する書面 

（ふりがな） 電話番号 

担当者 

氏名 

 

 



第３号様式（第５条、第 18条、第 21条関係）              年    月    日 

【表面（白抜き箇所）：許可・届出共通】     整理番号： 

※申請者、届出者による記載は不要です。 
四日市市保健所長      宛て 

営業許可申請書・営業届出書（新規・更新） 

食品衛生法（第 55条第 1項・第 57条第 1項）の規定に基づき次のとおり関係書類を提出します。 
※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 

申請者または届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ □ ） 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※法人にあっては、所在地 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

年   月   日生 

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

（ふりがな） 資格の種類 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者 

を除く。 
受講した講習会 

都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む） 

 

 

講習会名称         年   月   日  

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載  
 

自動販売機の型番 業態 
  

HACCPの取組 

※引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。 
ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。 

□ HACCPに基づく衛生管理 
□ HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設 
※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 □ 

営
業
届
出 

営 業 の 形 態 備考 

1   

2   

3   

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名  



【裏面（青塗り箇所）：許可のみ】 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第 55条第 2項関係 
該当には 

☑ 

(1) 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが 

なくなった日から起算して 2年を経過していないこと。 
□ 

(2) 
食品衛生法第 59条から第 61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2年を

経過していないこと。 
□ 

(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

令第 13 条に規定する食品又は添加物 

の別 

□①全粉乳（容量が 1,400 グラム以下である缶に収められたもの） 

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの） 

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン □⑪添加物（法第 13 条第１項の規定により規格が定められたもの） 

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング 

（ふりがな） 資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称       年   月   日 

 

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合 

①水道水（ □水道水 □専用水道 □簡易専用水道） 
②□①以外の飲用に適する水（   ） 

 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

ふぐの処理を行う施設 □ 調理 □ 加工 □ 販売 □ 

（ふりがな） 

認定番号等 

 
ふぐ処理者氏名 ※ふぐ処理する営業の場合 

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面（事業譲渡の場合は省略可） 
□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 

□ 営業を譲り受けたことを証する書類 

□ 生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設の場合は、 

 第 18条第 4号、第 6号、第 7号を示す書類 

□ 食品衛生責任者選任予定の場合は、誓約書 

□  

□  

□  

事
業
譲
渡 

営業を譲り受けたことを証する旨 

 

営
業
許
可
業
種 

許可番号及び許可年月日 営 業 の 種 類 備考 

1 
年     月     日 

  

2 
年     月     日 

  

3 
年     月     日 

  

4 
年     月     日 

  

備
考 

※食品衛生申請等システムへの代理入力に不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ □ ） 

 



第４号様式（第７条関係） 年   月   日    

整理番号： 
※申請者、届出者による記載は不要です。 

四日市市保健所長   宛て 

 

地位承継届出書 
下記のとおり、許可営業者の地位を承継（相続・合併・分割）したので、食品衛生法（第 56条第２項・第 57条第２項）の規定に
基づき届け出ます。 

※以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 
申請者または届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ □ ） 

※ 承継する施設が輸出食品取扱施設の場合、申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 

  

地
位
を
承
継
す
る
者
の
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

届出者住所 ※法人にあっては、所在地 

（ふりがな） 生年月日      年   月   日生 

届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 被相続人との続柄 

被
相
続
人 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 

被相続人の氏名 
（ふりがな） 

 

被相続人の住所  

相続開始年月日      年   月   日 

添付書類 □戸籍謄本 又は □法定相続情報一覧図の写し    □同意書（相続人が二人以上いる場合） 

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

合併により消滅した法人の

名称及び代表者氏名 

（ふりがな） 

 

合併により消滅した法人の

所在地 
 

合併年月日      年   月   日 

添付書類 □登記事項証明書（合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書） 

分
割
前
の
法
人 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

分割前の法人の名称及び 

代表者の氏名 

（ふりがな） 

 

分割前の法人の所在地  

分割年月日      年   月   日 

添付書類 □登記事項証明書（分割により営業を承継した法人の登記事項証明書） 



 

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号、商号 

許可番号及び許可年月日 
※許可営業の場合のみ記入 営業の種類 備考 

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号、商号 

許可番号及び許可年月日 
※許可営業の場合のみ記入 営業の種類 備考 

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号、商号 

許可番号及び許可年月日 
※許可営業の場合のみ記入 営業の種類 備考 

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

番号            年  月  日   

備

考 

※食品衛生申請等システムへの代理入力に不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ □ ） 

 



第５号様式（第８条、第 11条、第 18条、第 19条、第 21条、第 23条関係） 

【表面（白抜き箇所）：許可・届出共通】             年    月    日    

※赤枠内については変更がある項目のみ記載してください。   整理番号： 
※変更がある項目については、項目名を○で囲んでください。           ※申請者、届出者による記載は不要です。 

四日市市保健所長      宛て 

変更届出書 

食品衛生法施行規則（第 71条）・四日市市食品衛生法施行細則（第 11条、第 18条、第 19条、第 21条、第 23条）の規定に

基づき次のとおり関係書類を提出します。 

※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 
申請者または届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ □ ） 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※法人にあっては、所在地 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

年   月   日生 

 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

営
業
施
設
情
報 

（ふりがな） 資格の種類 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者

を除く。 受講した講習会 
都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む） 

 

 

講習会名称        年   月   日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載  

 

自動販売機の型番 業態 

  

HACCPの取組 

※引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。 
ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。 

□ HACCP に基づく衛生管理 
□ HACCP の考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応
じ
た
情

報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設 
※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 □ 

営
業
届
出 

営 業 の 形 態 備考 

1   

2   

3   

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名  



【裏面（青塗り箇所）：許可のみ】 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第 55条第 2項関係 
該当には 

☑ 

(1) 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなった日から起算して 2年を経過していないこと。 
□ 

(2) 
食品衛生法第 59条から第 61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2年を

経過していないこと。 
□ 

(3)  法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

令第 13 条に規定する食品又は添加物 

の別 

□①全粉乳（容量が 1,400 グラム以下である缶に収められたもの） 

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの） 

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン □⑪添加物（法第 13 条第１項の規定により規格が定められたもの） 

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング 

（ふりがな） 
資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称       年   月   日 

 

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合 

①水道水（ □水道水 □専用水道 □簡易専用水道） 
②□①以外の飲用に適する水（   ） 

 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

ふぐの処理を行う施設 □ 調理 □ 加工 □ 販売 □ 

（ふりがな） 

認定番号等 

 

ふぐ処理者氏名 ※ふぐ処理する営業の場合 

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面  

□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 

□ 営業を譲り受けたことを証する書類 

□ 生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設の場合は、 

 第 18条第 4号、第 6号、第 7号を示す書類 

□食品衛生責任者選任予定の場合は、誓約書 

□ 

□ 

□ 

 

営
業
許
可
業
種 

許可番号及び許可年月日 営 業 の 種 類 備考 

1 
年    月    日 

  

2 
年    月    日 

  

3 
年    月    日 

  

4 
年    月    日 

  

備
考 

※食品衛生申請等システムへの代理入力に不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください（ □ ） 

 



第６号様式（第９条、第 11条、第 20条、第 24条関係） 

【表面（白抜き箇所）：許可・届出共通】             年    月    日    

※赤枠内は、必ず記載して下さい。      整理番号： 
※申請者、届出者による記載は不要です。 

四日市市保健所長    宛て 

廃業届出書 

食品衛生法施行規則（第 71条の２）・四日市市食品衛生法施行細則（第 11条、第 20条、第 24条）の規定に基づき次のとお

り関係書類を提出します。 

※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 
申請者または届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ □ ） 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※法人にあっては、所在地 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

年   月   日生 

 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 

 施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

営
業
施
設
情
報 

（ふりがな） 資格の種類 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者

を除く。 受講した講習会 
都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む） 

 

 

講習会名称          年   月   日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載  

 

自動販売機の型番 業態 

  

HACCPの取組 

※引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。 
ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。 

□ HACCPに基づく衛生管理 
□ HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応
じ
た 

情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設 
※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 □ 

営
業
届
出 

営 業 の 形 態 備考 

1   

2   

3   

廃業年月日 
 

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名  



【裏面（青塗り箇所）：許可のみ】 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第 55条第 2項関係 
該当には 

☑ 

(1) 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなった日から起算して 2年を経過していないこと。 □ 

(2) 
食品衛生法第 59条から第 61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2年

を経過していないこと。 □ 

(3)  法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

令第 13 条に規定する食品又は添加物 

の別 

□①全粉乳（容量が 1,400 グラム以下である缶に収められたもの） 

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの） 

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン □⑪添加物（法第 13 条第１項の規定により規格が定められたもの） 

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング 

（ふりがな） 
資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 

受講した講習会 
講習会名称       年   月   日 

 

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合 
①水道水（ □水道水 □専用水道 □簡易専用水道） 
②□①以外の飲用に適する水（   ） 

 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

ふぐの処理を行う施設 □ 調理 □ 加工 □ 販売 □ 

（ふりがな） 

認定番号等 

 

ふぐ処理者氏名 ※ふぐ処理する営業の場合 

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面                □ 食品衛生責任者選任予定の場合は、誓約書 
□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 □ 

□ 営業を譲り受けたことを証する書類 □ 

□ 生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設の場合は、 

 第 18条第 4号、第 6号、第 7号を示す書類 

営
業
許
可
業
種 

許可番号及び許可年月日 営 業 の 種 類 備考 

1 
年    月    日 

  

2 
年    月    日 

  

3 
年    月    日 

  

4 
年    月    日 

  

備
考 

※食品衛生申請等システムへの代理入力に不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ □ ） 

 



第７号様式（第11条関係） 

 
 

業 務 開 始 届 出 書 

年  月  日   

 四日市市保健所長 宛て 

届出者 住 所               
 

（ふりがな） 

氏名又は名称及び

代表者氏名
          

                       生年月日     

電 話 

E-mail 

  四日市市食品衛生法施行細則第11条第１項の規定により、次のとおり届け出します。 

施 設 の 所 在 地  
ＴＥＬ       

ふ り が な  

施 設 の 名 称 等 

 

業 務 の 種 類 ※ 
（該当するものに〇） 

 
１ １号該当（継続的に特定かつ少数の者に食品を供与する事業） 
 
２ ２号該当（福祉の増進を目的に高齢者等に飲食物を喫食等させる事業） 
 
３ ３号該当（器具又は容器包装、おもちゃの製造） 
 

※が１、２の場合 
１回あたりの提供食数  

※が３の場合 
取り扱う製品の種類  

 



第８号様式（第 11条関係） 

 

届出番号        

 

 

届 出 済 証 
 

業 種 

 

営業所  

 

屋 号（名 称） 

 

氏 名  

 

四日市市食品衛生法施行細則第 11条の規定に 

よる届出を受理したことを証する。 

        年   月   日 

四日市市保健所長 

 

届出日     年   月   日 



第９号様式（第 13条関係） 

 

許可番号  

 

営 業 許 可 証 
 

業 種 

 

営業所  

 

屋 号 

 

氏 名  

 

食 品 衛 生 法 第 55 条 の 規 定 に よ り 次 の 

条 件 を つ け て 許 可 し た こ と を 証 す る。 

        年   月   日 

 

四日市市保健所長 

有効期間    年    月    日から 

年    月   日まで 

条件 

 

 

 

◎注意 この許可証は店頭の見やすいところへ掲示すること。 

営業を廃止したときは必ず返納すること。 



第10号様式（第13条関係） 

 

届 出 済 証 交 付 申 請 書                
年  月  日   

  

  四日市市保健所長 宛て 

申請者 住 所               

 
氏名又は名称及び

代表者氏名
          

電 話 

 

次の施設について、届出済証の交付を受けたいので申請します。 

届  出  番  号  

業 種  

営 業 所 住 所  

屋 号  

氏 名  

届 出 日 年    月    日 

 

 

領収証（控）貼付  

 



 第１０号様式の次に次の６様式を加える。 



第 11号様式（第 13条関係） 

 

届出番号      

 

 

届 出 済 証 
 

業 種 

 

営業所  

 

屋 号 

 

氏 名  

 

食 品 衛 生 法 第 57 条 の 規 定 に よ る 届 出 を 

受 理 し た こ と を 証 す る。 

        年   月   日 

四日市市保健所長 

 

届出日     年   月   日 



第12号様式（第14条関係） 

 

営業許可証書換交付申請書 
 
 

年  月  日   
 
   四日市市保健所長 宛て 

申請者 住 所               

氏名又は名称及び

代表者氏名
          

電 話 
 

  次のとおり変更したので営業許可証の書換交付を申請します。 

変更 

内容 

事  項 変  更  前 変  更  後 

屋   号 

 

氏   名 

 

そ の 他 

(     ) 

  

変 更 を 生 じ た 

年 月 日 
年    月    日    

 
 
  該当する許可の情報 
 

許 可 番 号  

業 種  

営 業 所 住 所  

  
備考 申請の際は、従前に交付した営業許可証を添付すること。 

 

領収証（控）貼付  

 



第13号様式（第15条関係） 

 

営業許可証再交付申請書 

年  月  日   

 

四日市市保健所長 宛て 

申請者 住 所               

氏名又は名称及び

代表者氏名
          

電 話 

 

次の施設について、営業許可証の再交付を受けたいので申請します。 

許 可 番 号  

業 種  

営 業 所 住 所  

屋 号  

氏 名  

備考 １ 営業許可証をき損した場合は、その許可証を添付すること。 

２ 再交付を受けた後失った許可証を発見したときは、発見した許可証を提出 

すること。 

 

申 請 理 由  

 

領収証（控）貼付  

 



第14号様式（第17条関係）                                      年   月   日 

整理番号：                
届出者による記載は不要です。            

   四日市市保健所長         宛て 

 

 

自 主 回 収 届（着手/変更/終了） 
※変更、終了を届け出る場合は、変更箇所のみ記載してください。なお、色付け箇所は変更等がない場合も記載してください。色付け箇所を

変更する場合は、変更箇所がわかるように丸印をつけてください。 

  赤枠内については営業者（届出者）が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合は記載してください。 

 

食品衛生法第58条第１項□ 食品表示法第10条の２□の規定に基づき、次のとおり食品等の自主回収を届出します。 

届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

届出者住所 ※法人にあっては、主たる事務所の所在地 

（ふりがな） 

届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名   ※食品表示法に関する自主回収の場合は表示に責任を有する者 

回
収
担
当
部
門 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

回収担当部門所在地 

回収担当部門・担当者氏名（ふりがな）        ※食品表示法に関する自主回収の場合は表示に責任を有する者 

回
収
委
託
先
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

委託事業者住所 ※法人にあっては、主たる事務所の所在地 

（ふりがな） 

委託事業者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

製
造
所
又
は
加
工
所
情
報
(注) 

郵便番号： 電話番号： FAX番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

製造所又は加工所の所在地 

（ふりがな） 

製造所又は加工所の名称（屋号、商号は追記してください）※法人にあっては、その名称 

回
収
す
る
食
品
等
の
情
報
等 

食品等の一般名称： 商品名： 

食品等の特定情報（形態、内容量、消費期限、賞味期限、ＪＡＮコード、製造番号、ロット番号、表示事項、出荷者、農場等） 

※多数ある場合は、別紙にリストを添付してください。 

回収の理由 内容 

□ ①食品衛生法に違反 

□ ②食品衛生法に違反するおそれ 

□ ③食品表示法に違反 

□ ④食品表示法に違反するおそれ 

 

 

(注）一次産品の場合は、出荷者等の営業所等の情報 （注）輸入品の場合は、輸入業者の営業所等の情報 



回
収
す
る
食
品
等
の
情
報
等 

回収着手時点における販売状況（販売地域、販売先、販売日、販売数量等）※多数ある場合は、別紙にリストを添付してください。 

 

回収に着手した年月日 年 月 日 

回収の方法（回収方法、回収情報の周知方法、問合せ先、回収品の保管場所、回収後の対応、回収終了予定等） 

 

回収状況（販売数量に対する回収数量、回収終了等）※届出時点 

 

健康被害の発生状況（生命又は身体に対する危害の発生の有無） 

 

健康への危険の程度※都道府県等において記載 内容※都道府県等において記載 

  

画像(商品の全体がわかる画像、表示(食品関連事業者、製造所・加工所、消費期限、賞味期限、JANコード、製造番号・ロット番号等) 

※多数ある場合は、別紙にリストを添付してください。 

備考 

 

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名 
 

 



 

第 15号様式（第 18条関係） 

第      号 

                

生食用食肉取扱施設届出済証 

                       

１ 届出者の氏名（法人にあっては名称） 

 

 

２ 営業施設の所在地及び名称 

 

 

３ 生食用食肉取扱者氏名 

 

 

４ 業種 

 

 

５ 加工又は調理の区分   

 

 

６ 届出年月日 

 

 

７ 施設確認年月日 

 

  年  月  日 

 

四日市市保健所長 

 

 

留意事項 

・ 消費者に、食肉の生食は食中毒の危険があること、子どもや高齢者は食肉の

生食は避けるよう、注意を呼びかけてください。 

・ 生食用食肉の取扱いを中止した場合又は規格基準に適合しなくなった場合

には本証を添えて廃業届出書を提出してください。 

・ 本証を施設の見やすい位置に掲示してください。 

・ 生食用食肉とは、牛の食肉（内臓を除く。）であって、生食用として販売又

は提供するものをいいます。 



 

第 16号様式（第 21条関係） 

第      号 

                

ふぐ取扱施設届出済証 

                       

１ 届出者の氏名（法人にあっては名称） 

 

 

２ 営業施設の所在地及び名称 

 

 

３ ふぐ処理者氏名 

 

 

４ 調理、加工又は販売の区分 

 

 

５ 業種 

 

 

６ 届出年月日 

 

 

７ 施設確認年月日 

 

  年  月  日 

 

 

四日市市保健所長 

 

 

留意事項 

・ ふぐの取扱いを中止した場合には本証を添えて廃業届出書を提出してくだ

さい。 

・ 本証を施設の見やすい位置に掲示してください。 



   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第

４６号）第２条の規定による改正前の食品衛生法（以下「旧法」という。）第５２条

第１項の許可を受けて営業を行っている者については、旧法第５２条第３項の有効

期間の満了する日までの間は、この規則による改正前の四日市市食品衛生法施行細

則（以下「旧規則」という。）第１３条第１号イ、第２号ウ、第３号及び第４号の規

定は、なおその効力を有する。 

３ この規則の施行の際現に旧法第５２条第１項の許可を受けて営業を行っている者

が、旧法第５２条第３項の有効期間の満了する日までに第７条の規定に基づく地位

の承継の届出、第８条の規定に基づく申請事項の変更の届出又は第９条の規定に基

づく廃業の届出を行う場合については、それぞれ旧規則第８条、第６条又は第７条

の規定の例により行うものとする。 

（施行前準備） 

４ この規則による改正後の第５条第１項の規定による届出は、この規則の施行日前

においても、改正後の第２６条に規定する方法により行うことができる。  

（健康福祉部衛生指導課） 

 


